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成田市景観計画  公共施設景観形成ガイドライン 

第 1章 本書の目的と位置づけ等 
 

1．目的 

公共施設景観形成ガイドラインは、公共施設による良好な景観の形成を誘導する

ことにより成田市景観計画の基本目標を実現するため、公共施設の整備等に関する

良好な景観の形成のための配慮事項を定めるものです。 

 

2．位置づけ 

本ガイドラインは、成田市景観計画第 6 章「景観に配慮した公共施設の整備等の

考え方」に基づき、成田市景観条例第 25 条の規定により策定するものです。 

また、公共施設の色彩については、別に定める色彩ガイドラインと一体的な運用

を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ガイドラインの対象施設と運用方法等 

（1）対象施設 

本ガイドラインは、次の公共施設を対象とします。 

 ① 道路 

        ② 橋梁等 

 ③ 公園緑地 

 ④ 河川 

 ⑤ 公共建築物 

（2）運用方法 

   1）成田市は、本ガイドラインに基づき公共施設の整備等を行います。 

   2）市内で公共施設の整備等を行う国・県などの公共施設の管理者は、本ガイドラ

インに配慮して事業を行います。 
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Landscape Design Guidelines for Public Facilities in Narita City 

     成田市は必要に応じてこれらの団体に理解と協力を求めるものとします。 

   ３）公共公益事業者（公的住宅供給機関、空港管理者、公共交通事業者、電気通

信・ガス等の事業者など）は、施設が景観を構成する重要な要素であることを

認識し、施設の整備等の際に本ガイドラインを参考として事業を行います。 

（3）国及び県の景観形成指針等について 

本ガイドラインに基づくほか、国及び県の定める景観形成指針等に沿うものとし

ます。 

    ① 千葉県公共事業景観形成指針＜平成 21 年＞ 

（http://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/keikanzukuri/ryoukou-jourei/documents/21sisin.pdf） 

     ② 国の景観形成ガイドライン等 

（http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000016.html） 

  道路、橋梁等 

 景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン＜平成16年：国土交通省＞ 

 道路デザイン指針（案）＜平成17年：国土交通省＞ 

 景観ガイドライン「都市整備に関する事業」（案）＜平成23年：国土交通省＞ 

  公園 

 景観ガイドライン「都市整備に関する事業」（案）＜平成23年：国土交通省＞ 

  河川 

 歴史的砂防施設の保存活用ガイドライン＜平成15年：国交省、文化庁＞ 

 河川の景観形成に資する石積み構造物の整備に関する資料＜平成18年：国土交通省＞ 

 河川景観ガイドライン「河川景観の形成と保全の考え方」＜平成18年：国土交通省＞ 

 多自然川づくり基本指針＜平成18年：国土交通省＞ 

 砂防関係事業における景観形成ガイドライン＜平成19年：国土交通省＞ 

 景観ガイドライン「都市整備に関する事業」（案）＜平成23年：国土交通省＞ 

  公共建築物 

 官庁営繕事業における景観形成ガイドライン＜平成16年：国土交通省＞ 

 住宅・建築物等整備事業に係る景観形成ガイドライン＜平成17年：国土交通省＞ 

 景観ガイドライン「都市整備に関する事業」（案）＜平成23年：国土交通省＞ 

 照明 

 光害対策ガイドライン ＜平成18年：環境省＞ 

（4）その他 

次に示す事業については本ガイドラインの適用対象外となりますが、景観への

配慮をお願いします。 

 ①法令等により、形態意匠等の定めのある場合の事業 

 ②災害復旧事業、その他の緊急を要する事業 

 ③周辺景観に与える影響がないか極めて小さい事業及び部分的な維持補修等 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kouen/keikanzukuri/ryoukou-jourei/documents/21sisin.pdf
http://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000016.html

